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現
代
の
台
湾
洩
民
族
の
祖
先
祭
祀
と
宗
族
組
織
に
お
け
る
変
容

台
湾
南
部
五
溝
水
宗
族
の
事
例
研
究
ー
ー

は
じ
め
に

台
湾
の
移
民
社
会
で
は
、
東
南
中
国
の
よ
う
に
、
宗
族
組
織
が
地

域
的
集
団
と
し
て
政
治
、
経
済
と
い
っ
た
諸
側
面
で
大
き
な
役
割
を

果
た
し
、
ま
た
自
分
と
共
通
の
先
祖
と
の
関
係
に
応
じ
て
自
然
に
い

く
つ
か
の
宗
教
的
な
単
位
に
分
か
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
台
湾
南

部
農
村
の
宗
族
組
織
を
事
例
に
し
、
祖
先
祭
祀
に
注
目
し
て
、
こ
の

ょ
う
な
祖
先
祭
祀
の
た
め
に
生
ま
れ
た
宗
族
紐
織
の
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
。

主
と
し
て
依
拠
す
る
の
は
筆
者
自
身
に
よ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

の
結
果
(
-
九
九
九
年
）
で
あ
る
。
調
在
地
は
台
湾
屏
東
県
萬
密
郷

の
五
溝
水
（
五
溝
村
）
と
い
う
客
家
系
の
村
、
調
査
対
象
は
そ
の
村

の
中
で
最
も
規
模
の
大
き
い

L
氏
宗
族
で
あ
る
。
客
家
人
は
漢
民
族

の
一
民
系
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
客
家
人
の
独
特
な
文
化
の

解
明
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
漢
民
族
と
い
う
大
き
な
範
囲
で
検
討

梅
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す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
地
域
で
は
祖
先
祭
祀
に
二
つ
の
異
な
っ
た
形
態
が
見
ら
れ
た
。

―
つ
が
「
庁
」
で
の
祖
先
祭
祀
で
あ
り
、
も
う

―
つ
が

「
祠
堂
」
で

の
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。
前
者
で
の
祭
祀
が
、
祖
先
に
対
す
る
愛
着
あ

る
い
は
尊
敬
の
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
で
は
祖
先

(l
)
 

祭
祀
を
通
じ
て
宗
族
の
勢
力
誇
示
が
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
の

二
つ

の
異
な
っ
た
形
態
を
持
つ
祖
先
祭
祀
に
応
じ
て
、
庁
レ

ベ
ル
の
宗
族
組
織
と
祠
堂
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
が
生
じ
た
。
前
者
に

比
べ
後
者
は
、
そ
の
祭
祀
の
目
的
か
ら
分
か
る
よ
う
に
大
規
模
な
形

態
を
取
っ
た
。
五
溝
水
に
入
植
し
た
五
つ
の
同
姓
の
宗
族
は
、
そ
れ

ぞ
れ
経
済
の
基
礎
が
安
定
し
て
か
ら
、
よ
り
高
い
社
会
地
位
と
よ
り

強
い
団
結
力
を
求
め
る
た
め
に
結
び
つ
く
。
こ
れ
ら
の
宗
族
は
、
共

通
の
始
祖
か
ら
の
父
系
出
自
を
た
ど
る
こ
と
に
基
づ
き
、
全
体
が
一

単
位
と
な
っ
て
、
宗
族
組
織
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
も
大
抵
、
共
通
の
祭
祀
場
所
、
財

産
を
持
っ
た
。
台
湾
の
漢
民
族
社
会
に
お
い
て
、
宗
族
は
中
国
本
土
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に
お
け
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
族
産
あ
る
い
は
祠
堂
を
共
有
財
産
と

し
て
所
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
共
有
財
産
は
台
湾
で

「祭
祀
公

業
」
と
呼
ば
れ

（客
家
人
は
「
公
昔
」
と
も
呼
ぶ
）
、
こ
の
祭
祀
公

業
を
所
有
す
る
族
人
達
は
祭
祀
公
業
団
体
と
し
て
紺
織
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
調
査
期
間
は
二
段
階
に
分
け
る
。
ま
ず
、
こ
の
宗
族

が
台
湾
に
入
植
し
た

一
七
八
0
年
か
ら

一
九
四
五
年
の
台
湾
光
復
ま

で
。
こ
の
時
期
は
、
宗
族
組
織
が
発
達
し
、
社
会
秩
序
、
社
会
生
活

の
維
持
に
役
立

っ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
次
が
、
台
湾
光
復
か
ら

現
在
に
至
る
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
光
復
後
の
台
湾
は
次
第
に
多
元

的
な
現
代
社
会
と
な
り
、
都
市
化
と
商
工
業
化
が
急
速
に
進
み
、
農

村
に
大
き
な
衝
繋
を
与
え
た
。

以
下
で
は
、
宗
族
組
織
が
社
会
変
化
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受

け
、
現
在
の
あ
り
方
に
至
る
の
か
を
考
察
す
る
。

調
査
地
と
調
査
対
象
の
概
要

(
-
）
調
査
地
の
概
要

台
湾
は
、
ユ

ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
端
に
あ
り
、
面
積
約
三
六
0

0

0
平
方
キ
ロ

・
メ
ー
ト
ル
、
ほ
ぼ
九
州
の
面
積
に
相
当
す
る
。
人
口

は
二
四
0

0
万
人
、
行
政
区
画
は

一
五
県
、

二
直
轄
市
、
及
び
金
門
、

馬
祖
島
で
あ
る
。
筆
者
が
調
査
を
行
っ
た
五
溝
水
は
、
台
湾
南
部
の

屏
東
県
に
位
置
し
、
萬
密
郷
に
属
す
る
。
人
口
は

一
五
四
六
人
程
度
、

面
積
は
お
よ
そ
五
・

ニ
平
方
キ
ロ

・
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
土
地
の
大

部
分
は
水
田
で
あ
り
、
商
工
業
は
あ
ま
り
発
達
せ
ず
、
農
業
が
住
民

の
生
業
で
あ
る
。
五
溝
水
と
は
自
然
村
を
指
し
、
行
政
村
化
し
て
か

ら
は
五
溝
村
と
称
さ
れ
る
。

五
溝
水
は
、
昔
の
「
西
盛
庄
」
、
「
東
典
庄
」
、

「大
林
庄
」
、
「
得
勝

庄
」
と
い
う
四
つ
の
小
さ
な
集
落
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
い
う
。
住
民

の
大
部
分
を
な
す
の
は

L
姓、

S
姓、

G
姓
の
人
た
ち
で
あ
る
。

つ

ま
り
複
数
宗
族
共
住
型
村
落
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
対
象
と
な
る
の

は
、
中
で

一
番
有
力
な
L
姓
で
あ
る
。
現
任
村
長
の

L
氏
に
よ
る
と
、

現
在
の
五
溝
水
に
在
住
し
て
い
る

L
氏
の
族
人
は
約
四
五
0
人
で
あ

り、

L
氏
の
族
人
全
体
の
三
分
の
二
に
あ
た
る
。
他
の
三
分
の

一
は

仕
事
な
ど
の
理
由
で
他
所
に
転
居
し
た
。
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（
二
）
五
溝
水

L
氏
宗
族
の
移
住
経
歴

L
氏
は
も
と
も
と
漢
朝
の
民
籍
に
由
来
を
有
し
た
。
数
回
の
遷
移

の
後
、
広
東
省
東
南
部
に
住
み
つ
い
た
。
宗
族
史
に
よ
れ
ば
、
第

一

世
の
奇
川
公
の
と
き
に
始
め
て
広
東
省
に
移
住
し
て
い
る
。
彼
が
五

溝
水
L
氏
宗
族
成
員
に
と
っ
て
の
広
東
開
宗
祖
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

L
氏
が
五
溝
水
に
来
た
の
は
一
八
世
紀
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。

L
氏
祖
先
は
乾
隆
年
間
（
約

一
七
八
0
年
）
に
広
東
省
嘉
應
州
鎮
平

県
（
今
の
蕉
嶺
県
）
招
福
郷
八
輪
車
戸
か
ら
共
有
財
産
を
持
っ
て
開

墾
に
来
た
。
L
氏
の
中
で
、
始
め
て
五
溝
水
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の

は
、
北
塘
方
第

一
0
世
の
連
智
公
で
あ
る
。
そ
の
後
、
愛
塘
方
第
一

一
世
の
雲
展
公
、
続
い
て
第

一
三
世
の
偉
芳
公
、
偉
鵬
公
、
最
後
は



北
塘
方
一
五
世
の
磐
棟
公
の
順
番
で
台
湾
に
米
た
。
五
人
は
そ
れ
ぞ

(
3
)
 

れ
「
来
台
祖
」
と
し
て
五
溝
水
に
宗
族
を
創
立
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
五
溝
水
L
氏
宗
族
の
内
部
紺
織
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
来
台
祖
に
よ
る
結
合
し
た
五
つ
の
宗
族
と
、
そ
の
連
合
し
た
宗

族
結
合
と
の
歴
史
を
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
三
）
五
溝
水
L
氏
宗
族
の
内
部
構
成

前
述
し
た
よ
う
に
、
は
じ
め
て
五
溝
水
に
き
た
の
は
第
一

0
世
北

塘
の
連
智
公
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
西
盛
庄
の
大
部
分
の
土
地
は

G

氏
宗
族
の
所
有
物
で
あ
っ
た
の
で
、
止
む
得
ず
そ
の
周
辺
に
家
屋
を

建
造
し
た
。
こ
れ
が

L
氏
宗
族
の
最
初
の
居
住
地
で
、
五
溝
水
で
は

「
L
屋
聘
房
」

(L
家
の
家
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

次
に
来
た
の
は
、
第

一―

世
愛
塘
の
雲
展
公
で
あ
る
。
後
の
子
孫

（英
華
公
）
は、

雲
展
公
の
息
子
、
大
我
公
の
名
義
で
家
屋
を
建
て
、

位
牌
も
作

っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
宗
族
は
、
五
溝
水
の

L
氏
宗
族
の

族
人
た
ち
に
「
愛
塘
大
我
公
」
と
い
う
総
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

「
愛
塘
大
我
公
」
は
す
ぐ
に
規
模
を
大
き
く
し
、
新
た
に
い
く
つ

か
の
家
屋
を
創
設
し
た
。
こ
の
こ
と
を
支
派
の
「
英
華
派
下
」
と

(4
)
 

「
應
幡
派
下
」
に
分
け
て
見
て
み
る
と
、
「
英
華
派
下
」
に
は
二
つ

家
屋

（英

一
と
英
二）

が
あ
り
、
「
應
幡
派
下
」
に
は
、

二
つ
の
家

屋

（應

一
と
應
二）

が
あ
る
。

愛
塘
の
大
我
公
に
つ
い
で
五
溝
水
に
入
植
し
た
の
は
、
第

二
二
世

愛
塘
の
偉
芳
公
と
偉
鵬
公
と
そ
の
息
子
の
瑞
玉
公
で
、
一
七
八
七
年

の
時
で
あ
る
。
最
初
、
彼
ら
は
五
溝
水
に
居
住
す
る
場
所
を
見
出
せ

ず
、
先
に
入
植
し
て
い
た
大
我
公
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
。
後
に

偉
芳
公
が
「
耀
隆
商
号
」
と
い
う
布
屋
を
経
営
し
て
財
を
な
し
、

G

氏
宗
族
の
族
人
か
ら
六
甲

(-
甲

II
九
七

0

0
平
方
メ
ー
ト
ル
）

の
土
地
と

―
つ
の
家
屋
を
購
入
し
た
。

こ
の
偉
芳
公
に
は
息
子
が
五
人
い
た
。
五
人
は
父
親
の
後
を
継
ぎ
、

商
業
に
成
功
し
た
。
長
男
の
廣
玉
公
は
、
元
の
家
屋
の
近
く
に
新
し

(
5
J
)
 

い
家
屋
を
つ
く
り
、
子
孫
の
教
育
を
重
要
視
し
、
広
東
の
「
秀
オ
」

L
耀
初
先
生
を
自
分
の
子
供
の
家
庭
教
師
と
し
て
雇
っ
た
。
廣
玉
公

の
長
男
の
清
冗
公
と
そ
の
長
男
の
成
金
公
と
次
男
の
成
台
公
三
人
は
、

(6
)
 

良
い
教
育
を
受
け
、
「
貢
生
」
の
肩
書
き
を
も
ら
っ
た
。
こ
れ
は
当
時

非
常
に
珍
し
く
、
ま
た
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、

L
氏
は
台
湾

南
部
で
高
名
な
宗
族
と
な

っ
た
。
こ
の
二
代
の
時
が
五
溝
水
の

L
氏

宗
族
の
全
盛
期
で
あ
る
。
便
宜
上
こ
の
宗
族
を
支
派
の
「
偉
芳
派

下
」
と
「
廣
玉
派
下
」
に
分
け
る
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
偉
芳
公
と

一
緒
に
大
我
公
の
所
に
居
住
し
て
い
た
瑞

玉
公
も
、
後
に
自
分
の
家
屋
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
移
り
住
ん
だ
。
世

代
の
経
過
に
つ
れ
て
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
の
で
、
第
一
六
世
の
時

に‘

―
つ
の
家
屋
が
増
設
さ
れ
た
。
こ
の
宗
族
も
「
瑞
玉
派
下
」
と

「
清
期
派
下
」
の
二
つ
の
支
派
に
分
か
れ
て
い
る
。

最
後
に
入
植
し
た
の
は
第
十
五
世
北
塘
の
磐
棟
公
で
あ
る
と
い
う
。

登
棟
公
は
入
植
も
遅
く
、
ま
た
余
り
子
孫
を
残
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、

こ
の
宗
族
に
は
家
屋
が

一
っ
し
か
な
か
っ
た
。
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以
上
が
、
五
溝
水
の
五
つ
の
異
な
る
来
台
祖
に
よ
る
結
合
集
団

（宗
族
）
で
あ
る
。
五
つ
の
宗
族
は
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
さ
ら
に

高
い
社
会
地
位
と
地
方
に
対
す
る
権
利
あ
る
い
は
影
響
力
を
求
め
る

よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
大
き
な
宗
族
結
合
を
形
成
す
る
よ
う
に
カ

を
蓄
え
て
行
き
、
そ
の
結
果
、
同
治
三
年

(-
八
六
四
）

―一

月
一

日
愛
塘
派
の
應
爵
公
、
應
瑞
公
、
そ
し
て
廣
玉
公
は
北
塘
派
の
振
亨

公
と
手
を
組
ん
で
、
祠
堂
「
L
氏
宗
祠
」
を
創
設
し
た
。
そ
し
て

「
開
七
公
」
と
第

一
世
の
「
奇
川
公
」
と
第
六
世
の
「
積
書
公
」
を
、

五
溝
水
L
氏
宗
族
全
員
の
共
同
始
祖
と
し
て
祭
祀
す
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
「
L
氏
宗
祠
」
は
、
最
も
交
通
の
便
の
良
い
場
所
に
あ
る
。

様
々
の
事
情
が
あ
っ
て
建
設
開
始
か
ら
完
成
ま
で
か
な
り
時
間
が
か

か
っ
た
。
一

九
〇
八
年
九
月
七
日
に
完
成
し
、

一
九
ニ―

年
改
築
し

て
い
る
。
完
成
し
た
「
L
氏
宗
祠
」
は
非
常
に
壮
観
な
、
古
典
風
の

伝
統
な
建
物
で
あ
る
。
総
面
積
は
お
よ
そ
二
0
0
0
坪
、
祠
堂
の
外

側
に
は
、
権
力
と
富
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
石
獅
子
や
鳳
凰
の
彫
刻
な

ど
が
、
後
庁
に
は
、
宗
族
の
規
則
、
正
庁
に
は
祖
先
の
写
真
並
び
に

掛
け
軸
な
ど
の
装
飾
品
が
多
数
飾
ら
れ
て
い
る
。

L
氏
の
宗
族
組
織

(
I
)
ー

光
復
ま
で
の
時
期

台
湾
の
漢
人
移
民
社
会
に
新
し
い
地
元
意
識
が
形
成
さ
れ
る
に
つ

れ
て
、
宗
族
組
織
も
発
展
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
宗
族
組
織
は
様
々
な

祖
先
を
起
点
と
し
て
宗
族
を
結
集
し
、
祖
先
祭
祀
の
実
施
と
族
産
の

創
設
を
お
こ
な
っ
た
。
以
下
で
は
五
溝
水
L
氏
宗
族
の
宗
族
組
織
の

あ
り
方
を
再
構
成
す
る
。
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＿
）
庁
レ
ベ
ル
（
来
台
祖
に
よ
る
結
合
集
団
）
の
宗
族
組
織

宗
族
集
団
「
北
塘
連
智
公
」
の
場
合
は
‘
―
つ
の
庁
に
連
智
公
の

名
前
を
中
央
に
し
て
第
八
I
一
五
世
の
祖
先
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い

(7
)
 

る
。
祭
祀
は
毎
日
と
重
要
な
節
句
に
行
わ
れ
る
。

北
塘
公
、
道
乾
公
、

成
登
公
の
三
人
は
連
盟
の
「
三
公
嘗
」
を
持
っ
て
い
た
。

宗
族
集
団
「
愛
塘
大
我
公
」
に
は
「
英
華
派
下
」
と
「
應
幡
派

下
」
の
二
つ
の
支
派
が
あ
る
の
で
、
別
々
に
紹
介
す
る
。

「
英
華
派
下
」
に
は
前
述
の
〈
英

一〉

と
〈
英
二
〉

二
つ
の
家
屋

が
あ
る
が
、
位
牌
は

〈
英

一〉

の
庁
に
し
か
安
置
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
庁
に
は
大
我
公
の
名
前
を
中
央
に
し
、
第

一
ー
ニ
0
世
の
位
牌

が
安
置
さ
れ
、
毎
日
と
重
要
な
節
句
の
際
に
祭
祀
が
行
わ
れ
る
。

〈
英
二
〉
の
居
住
者
は
節
句
の
時
、
あ
る
い
は
祖
先
に
何
か
報
告
す

る
時
な
ど
に
〈
英

一
〉
に
戻
っ
て
祭
祀
を
行
う
。

「
英
華
派
下
」
に

は
祭
祀
公
業
組
織
〈
英
華
公
嘗
〉
が
あ
る
。

「
應
幡
派
下
」
に
も
〈
應
一
〉
と
〈
應
一
―
〉
二
つ
の
家
屋
が
あ
り
、

両
方
の
庁
に
應
幡
公
の
名
前
を
中
央
に
し
た
位
牌
が
据
え
ら
れ
て
い

る
o

〈
應

一〉

に
は
第
六
ー
ニ
0
世
、
〈
應
二〉

に
は
第
六
I
一
八
世

の
位
牌
が
置
か
れ
て
い
る
。
毎
日
と
重
要
な
節
句
の
際
に
祭
祀
が
行

わ
れ
る
。
「應
幡
派
下
」
に
は
祭
祀
公
業
組
織
〈
應
幡
公
嘗
〉
と



〈
冠
恵
公
嘗
〉
の
二
つ
が
あ
る
。

「愛
塘
偉
芳
公
」
に
も
二
つ
の
支
派
が
あ
る
。
そ
の
一
っ
「
偉
芳

派
下
」
で
は
‘
―
つ
の
家
屋
の
庁
に
偉
芳
公
の
名
前
を
中
央
に
し
て
、

第
九
I
一
八
世
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀
は
毎
日
と
節
句

の
時
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
「
偉
芳
派
下
」
に
は
祭
祀
公
業
組
織
〈
偉

芳
公
嘗
〉
が
あ
る
。

「
廣
玉
派
下
」
も

―
つ
の
家
屋
の
庁
に
、
廣
玉
公
の
名
前
を
中
央

に
し
て
第
一
三
I
一
八
世
の
位
牌
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
祭
祀
は
、

毎
日
と
旧
暦
の
毎
月
一
日
と
一
五
日
と
節
句
に
行
わ
れ
、
ま
た
そ
れ

ぞ
れ
の
祖
先
の
誕
生
日
あ
る
い
は
命
日
に
も
そ
の
子
孫
が
祭
祀
に
赴

く
。
こ
の
宗
族
に
は
祭
祀
公
業
組
織
〈

L
廣
玉
公
嘗
〉
と
〈

L
清
元

公
嘗
〉
が
あ
り
、
そ
の
収
入
か
ら
、
祭
祀
費
用
の
他
に
奨
学
金
や
男

子
を
産
む
奨
励
金
な
ど
も
賄
わ
れ
て
い
る
。

「愛
塘
偉
鵬
公
」
の
二
つ
の
支
派
に
お
け
る
状
況
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
「
瑞
玉
派
下
」
で
は
‘
―
つ
の
家
屋
の
庁
に
、
瑞
玉
公
の

名
前
を
中
央
に
し
て
、
第

一
1

一
七
世
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
、
毎
日

と
節
句
に
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
瑞
玉
派
下
」
の
祭
祀
公
業
組

織
は
〈

L
瑞
玉
公
嘗
〉
で
あ
る
。

も
う
―
つ
の
支
派
「
清
期
派
下
」
は
‘

―
つ
の
家
屋
の
庁
に
、
清

期
公
の
名
前
を
中
央
に
し
て
第

一
1

一
八
世
の
位
牌
を
置
い
て
い
る
。

祭
祀
は
毎
日
と
節
句
の
際
に
行
わ
れ
る
。
「
清
期
派
下
」
の
祭
祀
公

業
組
織
は
〈

L
清
期
公
嘗
〉
で
あ
る
。

「北
塘
聾
棟
公
」
の
場
合
も
同
様
に
、

―
つ
の
家
屋
の
庁
に
啓
棟

公
の
名
前
を
中
央
に
し
て
、
第
七
I
一
九
世
の
位
牌
を
安
置
し
て
い

る
。
た
だ
こ
の
宗
族
に
は
祭
祀
公
業
組
織
が
な
か
っ
た
。

（
二
）
祠
堂
レ
ベ
ル
（
宗
族
結
合
）
の
宗
族
組
織

前
述
し
て
き
た
五
溝
水
L
氏
宗
族
の
宗
族
結
合
形
態
は
、
具
体
的

に
は
「
北
塘
」
の

二
宗
族
と
「
愛
塘
」
の
三
宗
族
を
連
合
し
た
も
の

で
あ
る
。
連
合
に
伴
い
共
通
の
祠
堂
「
L
氏
宗
祠
」
が
建
て
ら
れ
、

族
譜
が
連
合
さ
れ
た
。
四
つ
の
祭
祀
公
業
組
織
も
連
合
さ
れ
、
当
地

で
俗
称
と
し
て
〈
大
嘗
〉
と
呼
ば
れ
る
共
通
の
祭
祀
公
業
組
織
が
創

設
さ
れ
た
。
そ
の
四
つ
の
祭
祀
公
業
組
織
は
〈
奇
川
公
嘗
〉
、
〈
積
書

公
嘗
〉
、
〈
愛
塘
道
信
公
嘗
〉
、
〈
啓
慶
積
厚
公
嘗
〉
で
あ
り
、
前
二
者

が
財
力
の
あ
る
祭
祀
公
業
組
織
で
あ
る
。
こ
の
〈
大
嘗
〉
は
広
大
な

土
地
を
所
有
し
、
強
い
経
済
力
を
持
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
大
き
な
紐
織
を
保
持
す
る
た
め
に
、
〈
大
嘗
〉
の
管
理

人
に
は
相
応
の
適
任
者
が
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
系
譜
的
な

構
造
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
年
長
者
で
は
な
く
、
族
人
全
体
を
対
象
に
、

宗
族
の
中
で
最
も
知
識
と
経
験
を
持
ち
、
威
信
と
信
頼
感
の
あ
る
人

物
が
選
ば
れ
た
。
そ
の
た
め
、
管
理
人
は
、
こ
の
宗
族
の
族
長
の
役

割
も
果
た
し
、
族
人
の
精
神
的
な
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
い
た
。
後
述

す
る
管
理
委
員
会
が
発
足
す
る
ま
で
に
、
こ
の
管
理
人
を
務
め
た
の

は
「
愛
塘
偉
芳
公
」
、
「
廣
玉
派
下
」
の

L
展
紅
、
ま
た
L
玉
堂
親
子

は
第
一
任
と
第
二
任
の
管
理
人
を
担
当
し
た
。

宗
族
の
共
通
の
祠
堂
と
な
っ
た
「
L
氏
宗
祠
」
の
中
に
開
七
公
、
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奇
川
公
、
積
書
公
三
人
の
名
前
を
中
央
に
、
七
つ
の
位
牌
が
安
置
さ

れ
て
い
る
。
宗
族
史
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
る
と
、
「
L
氏
宗

祠
」
の
祖
先
祭
祀
の
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
毎
日
の
祭
祀
と
掃

除
は
、
祠
堂
の
中
に
居
住
す
る
決
ま
っ
た
族
人
に
任
せ
ら
れ
て
い
る

(
8
)
 

が
、
旧
暦
の
毎
月
の

一
日
と

一
五
日
は
そ
こ
の
住
民
も
一
緒
に
簡
単

な
祭
祀
を
行
う
。
最
も
重
要
な
祭
祀
は

一
族
の
共
同
的
な
祖
先
祭
祀

で
あ
る
。
そ
れ
は

一
九
〇
八
年
か
ら
年
に
二
回
、
祠
堂
で
行
わ
れ
て

い
る
。
春
と
秋
に
行
わ
れ
る
た
め

〈
春
祭
〉
と

〈
秋
祭
〉
と
呼
ば
れ
、

当
地
で
は
、
一
般
に
俗
称
と
し
て
〈
算
会
〉
と
呼
ば
れ
る
。
「
L
氏

宗
祠
」
の
場
合
は
、

〈
春
祭
〉
が
旧
暦
の

二
月
頃
に
、
〈
秋
祭
〉
が
八

月
、
中
秋
節
の
頃
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
共
同
的
な
祭
祀
が
行
わ
れ
る

目
的
は

L
氏
宗
族
の
社
会
的
勢
力
の
誇
示
、
あ
る
い
は
族
人
の
つ
な

が
り
を
緊
密
に
し
た
り
、

〈
大
嘗
〉
の
収
支
を
公
表
し
た
り
す
る
こ

と
に
あ
る
。

こ
の
共
同
的
な
祭
祀
は

L
氏
族
人
に
重
視
さ
れ
、
積
極
的
な
祭
祀

活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
。
祭
祀
の
日
に
、

〈
大
嘗
〉
の
管
理
人
は
祭

祀
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
全
族
人
の
先
頭
に
立
ち
、
そ
の
後
に
各
宗
族

の
代
表
者
が
立
ち
、
儒
礼
儀
式
の
順
序
に
従

っ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
際
、
他
の
族
人
は
周
り
に
立
ち、

一
緒
に
礼
拝
し
た
。
儀
式
の

間
に
は
中
国
式
の
楽
隊
に
よ
る
演
奏
が
加
わ
る
。
儀
式
が
終
わ
る
と
、

供
物
が
調
理
さ
れ
、
「

L
氏
宗
祠
」
の
前
の
広
場
に
置
か
れ
た
食
卓

(
9
)
 

で
、
訪
れ
た
族
人
た
ち
に
ふ
る
ま
わ
れ
た
。
食
事
が
始
ま
る
前
に
管

理
人
に
よ

っ
て

〈
大
嘗
〉
の
収
支
状
況
が
報
告
さ
れ
、
食
事
が
終
わ

る
と
演
劇
や
人
形
劇
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
と
て
も
賑
や
か
な
も
の
で

あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な

〈
算
会
〉
に
関
わ
る
費
用
は
全
て

〈
大
嘗
〉
に
よ

っ

て
賄
わ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
毎
日
と
節
句
の
時
に
行
わ
れ
る
祭
祀

の
費
用
も

〈
大
嘗
〉
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
祖
先
祭
祀
に
訪

れ
た
族
人
に
払
わ
れ
る
奨
励
金
、
大
学
に
入
学
し
た
族
人
へ
支
給
さ

れ
る
奨
学
金
も
、
こ
の

〈
大
嘗
〉
に
よ

っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
。

〈
大
嘗
〉
の
収
入
は
、
所
有
し
て
い
る
土
地
の
地
代
か
ら
な

っ
て

い
た
。
土
地
を
所
有
し
て
い
な
い
族
人
が
〈
大
嘗
〉
の
管
理
人
に
申

し
込
み
、

〈
大
嘗
〉
の
所
有
し
て
い
る
土
地
か
ら
自
分
が
耕
作
し
た

い
面
積
の
土
地
を
安
い
価
格
で
借
り
受
け
る
よ
う
な
こ
と
が
よ
く
行

わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
祭
祀
公
業
組
織
と
そ
の
祭
田
を
借
り

て
い
る
族
人
の
関
係
は
、
地
主
と
小
作
人
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
が
、

同
宗
感
情
あ
る
い
は
互
恵
の
目
的
な
ど
か
ら
、
地
主
と
小
作
人
の
関

係
以
上
に
融
通
が
利
く
関
係
で
あ

っ
た
。
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L
氏
宗
族
と
五
溝
水
の
社
会
関
係

台
湾
で
は
国
家
組
織
が
未
発
達
の
時
、
自
然
に
自
治
あ
る
い
は
自

衛
の
組
織
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
中
心
と
な

っ
た
の
は
郷
紳
で
あ

っ

た
。
郷
紳
は
、
そ
の
時
代
に
あ
る
程
度
富
裕
に
な

っ
た
知
識
人
に
多

く
、
ま
た
そ
こ
か
ら
国
の
役
人
に
な
る
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
。
つ
ま

り
郷
紳
は
地
域
と
国
の
間
の
掛
け
橋
の
よ
う
な
存
在
に
な
る
こ
と
も

あ

っ
た
。
地
方
の
自
治
機
構
で
は
、
こ
の
よ
う
な
郷
紳
が
重
要
な
役



割
を
演
じ
、
広
範
囲
な
活
動
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
中
で
も
最
も

重
要
な
も
の
は
地
方
の
秩
序
維
持
と
地
方
の
建
設
な
ど
で
あ

っ
た
。

実
際
、
郷
紳
に
は
経
験
と
威
信
が
あ
り
、
指
導
的
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
。
こ
の
郷
紳
を
多
く
輩
出
し
た
の
が
、

L
氏

宗
族
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
、
こ
の
時
代
の

L
氏
宗
族
が
五
溝
水
で

い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
か
を
み
て
い
く
。

清
朝
の
時
代
、
應
美
公
が
武
秀
オ
に
受
か

っ
た
他
に
、
前
述
の
よ

う
に
、
廣
玉
公
の
長
男
の
清
元
公
と
そ
の
長
男
の
成
金
公
、
次
男
の

成
ム
ロ
公
三
人
と
も
「
貢
生
」
の
肩
書
き
を
も
ら
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
官

吏
に
な
っ
た
。
後
に
日
本
殖
民
時
代
に
な

っ
て
成
台
公
は
阿
捩
庁

（今
の
屏
東
県
）
の
参
事
に
任
官
し
た
。

一
九
二
0
年

一
0
月
、
台
湾
の
地
方
制
度
の
改
正
が
行
わ
れ
‘
萬

密
庄
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
庄
長
と
助
役

（副
庄
長
）
が
据
え

ら
れ
、
「
廣
玉
派
下
」
の
安
紅
公
は
第
一
任
の
助
役
と
第
二
任
の
庄

長
を
担
当
し
た
。
そ
し
て
助
役
と
庄
長
と
し
て
長
年
優
秀
な
業
績
を

あ
げ
た
た
め
に
、
日
本
政
府
か
ら
台
湾
人
に
は
珍
し
く
「
高
等
官
待

遇
従
七
位
」
を
受
勲
さ
れ
た
。

五
溝
水
L
氏
宗
族
の
中
に
は
、
他
に
も
二
人
重
要
な
人
物
が
い
る
。

一
人
は
成
台
公
の
息
子
の
展
紅
公
で
あ
る
。
彼
は
五
溝
水
の
「
保

甲」

（今
の
村
長
に
当
た
る
）
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
彼

は

〈
大
嘗
〉
の
第

一
任
の
管
理
人
で
あ
り
、
任
期
内
に
非
常
に
優
れ

た
業
績
を
残
し
た
。
地
方
で
も
皆
に
信
頼
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
人

は
L
石
開
で
あ
る
。
彼
は
日
本
殖
民
時
代
の
台
南
師
範
学
校
の
出
身

で
、
教
育
界
か
ら
政
治
界
に
か
け
て
活
躍
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

以
上
の
人
々
の
社
会
地
位
あ
る
い
は
政
治
地
位
が
高
か

っ
た
た
め
、

五
溝
水
の

L
氏
宗
族
全
体
の
地
位
も
彼
ら
の
栄
光
、
勢
力
に
よ

っ
て

高
く
な

っ
た
。
普
段
、
地
方
で
何
か
問
題
が
生
じ
た
時
や
公
共
事
業

を
創
設
す
る
時
、
各
姓
の
代
表
者
か
ら
な
る
協
議
会
で
相
談
し
て
解

決
策
を
考
え
る
。
そ
の
場
合
、
社
会
地
位
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
そ

の
決
定
権
を
左
右
で
き
る
。
五
溝
水
で
は
、

L
氏
宗
族
が
こ
の
よ
う

な
力
を
持

っ
て
い
た
。
L
氏
宗
族
は
人
口
が
最
も
多
く
、
経
済
力
が

あ
り
、
政
治
、
社
会
地
位
も
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
大
嘗
〉
の
場
合
と
同
様
に
、
「
来
台
祖
」
に
よ
る
結
合
集
団
の

祭
祀
公
業
組
織
も
、
そ
の
管
理
人
は
宗
族
の
代
表
的
な
郷
紳
が
担
当

す
る
。
彼
ら
は
祭
祀
公
業
組
織
の
管
理
人
と
し
て
、
自
ら
の
宗
族
内

部
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
地
方
の
様
々
な
こ
と
に
対
し
て
権
威
が
あ

る
。
彼
ら
に
は
学
識
が
あ
り
、
ま
た
宗
族
の
祭
祀
公
業
財
産
の
支
配

権
を
握

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
協
議
会
で
は
、
彼
ら
は
強

い
発
言
権
を
持
っ
て
い
た
。
彼
ら
に
は
問
題
を
解
決
で
き
る
政
治
力

が
あ
り
、
公
共
事
業
を
成
し
遂
げ
る
経
済
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

政
治
力
が
及
ば
な
い
場
合
、
祭
祀
公
業
組
織
の
財
力
が
足
り
な
い
時

で
さ
え
、
援
助
で
き
る
有
力
な
人
物
を
説
得
す
る
影
響
力
が
彼
ら
に

は
あ
る
の
だ
。

以
上
、
五
溝
水
の
宗
族
の
事
例
か
ら
見
て
き
た
よ
う
に
、
当
初
は

祖
先
祭
祀
の
た
め
に
創
設
さ
れ
、
互
恵
の
た
め
に
資
金
を
提
供
す
る

よ
う
に
な
っ
た
祭
祀
公
業
組
織
が
、

L
氏
宗
族
の
政
治
的
な
影
響
力
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を
支
え
て
い
た
。
次
の
節
で
は
、
国
家
が
宗
族
組
織
に
と

っ
て
変
わ

る
と
い
う
社
会
的
変
化
が
、
祭
祀
公
業
組
織
に
い
か
な
る
影
響
を
与

え
、
ま
た

L
氏
宗
族
に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持

っ
た
か
を
考

察
す
る
。

四

L
氏
の
宗
族
組
織

(II)

ー
光
復
か
ら
現
在
ま
で
の
期
間

植
民
時
代
に
、
台
湾
に
は
現
代
経
済
体
系
が
導
入
さ
れ
都
市
も
発

生
し
、
軽
工
業
あ
る
い
は
商
業
も
発
達
し
始
め
る
が
、
殆
ど
の
地
域

が
以
前
の
単
純
な
構
造
の
農
業
社
会
で
あ

っ
た
。
返
還
後
、
国
民
国

家
に
な
っ
て
都
市
化
と
商
工
業
化
が
急
速
に
進
み
、
農
村
に
大
き
な

衝
撃
を
与
え
た
。
同
時
に
、
様
々
な
原
因
、
特
に
土
地
改
革
に
よ
る
財

カ
の
低
下
に
よ

っ
て
、
祭
祀
公
業
組
織
が
衰
退
す
る
こ
と
に
な
っ
応
b

で
は
そ
う
し
た
社
会
背
景
で
、
五
溝
水
の

L
氏
宗
族
に
お
け
る
祖

先
祭
祀
と
祭
祀
公
業
組
織
と
そ
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
＿
）
庁
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
に
つ
い
て

「北
塘
連
智
公
」
の
場
合
、
「
L
屋
膠
房
」
の
庁
で
毎
日
行
わ
れ

る
祭
祀
は
、
そ
こ
の
住
民
が
各
世
帯

一
人
ず
つ
を
代
表
と
し
て
行
う
‘

以
前
と
同
じ
よ
う
な
簡
単
な
祭
祀
で
あ
る
。
節
旬
の
際
に
は
、
旧
暦

の
大
晦
日
だ
け
、
原
則
的
に
あ
ら
ゆ
る
子
孫
が
集
ま
り
、
各
世
帯
が

豊
富
な
供
物
を
用
意
し
て
祭
祀
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
他
の
節
句
の

際
に
は
、
そ
こ
の
住
民
だ
け
が
祭
祀
を
す
る
が
、
供
物
は
大
晦
日
の

時
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
い
。
所
有
し
て
い
た
祭
祀
公
業
組
織

〈三

公
嘗
〉
は
戦
争
直
前

(-
九――
―八
年
）
に
解
散
し
た
。

「
愛
塘
大
我
公
」
の
場
合
は
、

二
派
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
別
々

に
紹
介
す
る
。
「
英
華
派
下
」
の
方
は
、

「英
二」

の
位
牌
が
複
製
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に

「英

一」

の
方
に
帰

っ
て

祖
先
祭
祀
を
す
る
。
毎
日
の
祭
祀
は
特
定
の
族
人
に
任
せ
て
、
簡
単

な
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
。
節
句
の
際
に
は
、
各
世
帯
が
任
意
に
ば

ら
ば
ら
の
時
間
に
供
物
を
持
ち
寄
っ
て
祭
祀
す
る
。

「
英
華
派
下
」
は
、
依
然
と
し
て
祭
祀
公
業
組
織

〈
英
華
公
嘗
〉

を
所
有
し
て
い
る
が
、
現
在
で
は
土
地
が
か
な
り
減
少
し
、
年
間
収

入
は
二
万
元
く
ら
い
に
な

っ
た
。
こ
の
収
入
か
ら
墓
参
り
の
費
用
、

建
物
の
維
持
費
、
前
述
の
、
庁
で
祭
祀
お
よ
び
清
掃
を
行
う
族
人
の

給
科

（一

年
三
0

0
台

斤

[
-
台
斤

II
O
'六
キ
ロ
]
の
米
に
あ

た
る
金
額
）
と
そ
の
庁
の
祭
祀
費
用
な
ど
が
賄
わ
れ
て
い
る
。

「
應
幡
派
下
」
の
方
は
、
現
在
「
應
二
」
に
は
居
住
者
が
な
い
が
、

二
つ
の
家
屋
に
は
位
牌
が
ま
だ
安
置
さ
れ
て
お
り
、
祖
先
祭
祀
が
続

け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、

二
つ

の
庁
と
も
毎
日
の
祭
祀
と
掃
除
は
特

定
の
族
人
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
節
句
の
際
に
は
、
そ
こ
に
住

ん
で
い
る
者
が
自
費
で
供
物
を
用
意
し
て
祭
祀
を
行
う
。

「
應
幡
派
下
」
の
〈
應
幡
公
嘗
〉
と

〈
冠
恵
公
嘗
〉
は
、
現
在
ニ

っ
と
も
同

一
族
人
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
土
地
が
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昔
の
五
、
六
甲
か
ら
現
在
の
四
分
余
り

（一

分
1
1

O

・
 一
ア
ー

ル
）
に
な

っ
た
。
年
間
収
入
が
少
な
く
な

っ
た
今
、
こ
の
資
金
か
ら

そ
の
二
つ
の
庁
の
祭
祀
と
掃
除
を
す
る
族
人
の
給
料

（一

年
合
わ
せ

て
八
0
0
台
斤
）
と
毎
日
の
祭
祀
費
用
を
賄
う
の
に
精

一
杯
で
あ
る
。

赤
字
が
出
た
場
合
に
は
、
後
者
の
〈
冠
恵
公
嘗
〉
か
ら
埋
め
あ
わ
せ

が
さ
れ
る
も
の
の
、
〈
冠
恵
公
嘗
〉
に
も
五
分
の
土
地
し
か
残

っ
て

い
な
い
の
で
、
大
し
た
収
入
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

「愛
塘
偉
芳
公
」
も
二
派
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
紹

介
ず
る
。
「
偉
芳
派
下
」
の
方
は
、
元
の
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
子

孫
は
四
つ
の
「
房
」
に
分
か
れ
て
い
る
。
一
ヶ
月
ご
と
に
「
房
」
を

単
位
と
し
て
交
代
に
毎
日
の
祭
祀
を
す
る
。
責
任
者
は
自
費
で
祭
祀

用
品

（線
香
あ
る
い
は
蛾
燭
な
ど
）
を
用
意
し
て
祭
祀
を
行
い
、
掃

除
も
す
る
。
責
任
者
で
は
な
く
と
も
祖
先
に
対
す
る
愛
着
か
ら
毎
日

自
発
的
に
訪
れ
る
者
も
い
る
。
節
句
の
時
は
、
そ
こ
の
住
民
全
員
が

祭
祀
に
訪
れ
、
そ
の
時
の
供
物
は
各
世
帯
が
自
ら
用
意
す
る
。

「
偉
芳
派
下
」
の
祭
祀
公
業
組
織

〈
偉
芳
公
嘗〉

は
植
民
時
代
に

す
で
に
解
散
し
た
。
残
っ
た
の
は
墓
の
土
地
だ
け
で
あ
る
。

「
廣
玉
派
下
」
の
方
は
、
伝
統
的
な
家
屋
の
数
は

―
つ
の
ま
ま
で

あ
る
が
、
現
代
風
に
増
築
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
現
在
、
毎
日

の
祭
祀
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
各
世
帯
か
ら
少
な
く
と
も

一
人
が

祭
祀
を
行
う
。
旧
暦
の
毎
月
の
一
日
と
十
五
日
と
節
句
の
際
に
は
、

そ
こ
の
住
民
全
員
が
祭
祀
に
訪
れ
る
。
こ
れ
ら
の
祖
先
祭
祀
は
、
各

世
帯
が
祭
祀
用
品
と
供
物
を
用
意
し
て
行
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
先

の
誕
生
日
と
命
日
に
、
そ
の
子
孫
が
祭
祀
に
行
く
時
は
、

い
る
祭
祀
公
業
組
織
が
祭
祀
の
費
用
を
提
供
す
る
。

「
廣
玉
派
下
」
の
祭
祀
公
業
組
織

〈
L
清
元
公
嘗
〉
と

〈
L
廣
玉

公
嘗
〉
は
現
在
二
つ
と
も
同

一
の
族
人
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。

前
者
に
残
っ
た
土
地
五

I
六
甲
の
収
入
か
ら
墓
参
り
の
費
用
と
、
前

述
し
た
祖
先
の
誕
生
日
と
命
日
の
祭
祀
費
用
が
出
さ
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
年
に
お
金
が
余

っ
た
場
合
は
、

「房
」
の
原
則
に
従

っ
て
分
配

さ
れ
る
。
以
前
に
あ

っ
た
奨
学
金
あ
る
い
は
男
を
産
む
奨
励
金
は
、

今
で
は
も
う
無
く
な

っ
て
い
る
。
後
者
の

〈
L
廣
玉
公
嘗
〉
に
は
、

現
在
二
甲
余
り
の
土
地
が
あ
る
。
そ
の
収
入
が
全
て
「
房
」
の
原
則

に
基
づ
い
て
分
配
さ
れ
て
い
る
。

「愛
塘
偉
鵬
公
」
に
は
「
瑞
玉
派
下
」
と
「
清
期
派
下
」
が
あ
る

が
、
そ
の
内
「
瑞
玉
派
下
」
で
は
、
以
前
か
ら
の
家
屋
に
居
住
し
て

い
る
子
孫
が
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
「
房
」
に
属
し
て
い
る
。
毎
日
の
祭

祀
は
、

三
つ
の
「
房
」
が
「
房
」
を
単
位
と
し
て

一
年
ご
と
に
交
代

に
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
節
句
の
時
、
そ
こ
の
住
民
の
各
世
帯
が
、

そ
れ
ぞ
れ
供
物
を
用
意
し
て
祭
祀
す
る
。
正
月
に
は
、
他
所
に
移
住

し
た
子
孫
も
帰
っ
て
来
て
一
緒
に
祭
祀
を
行
う
。

〈
L
瑞
玉
公
嘗
〉
は
現
在

一
甲
く
ら
い
の
土
地
を
所
有
し
、
そ
の

収
入
は
す
べ
て
毎
日
の
祭
祀
費
用
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

半
年
分
く
ら
い
の
祭
祀
用
品

（線
香
、
蛾
燭
な
ど
）
の
費
用
に
し
か

な
ら
な
い
。
不
足
分
は
そ
の
責
任
者
が
自
ら
賄
っ
て
い
る
。

「
清
期
派
下
」
の
方
も
、
そ
こ
に
残
っ
て
い
る
子
孫
は
そ
れ
ぞ
れ

所
属
し
て
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三
つ
の
「
房
」
に
属
し
て
い
る
。
毎
日
と
節
句
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、

「
瑞
玉
派
下
」
と
同
じ
方
法
を
と
る
。
毎
日
と
節
句
の
他
に
、
自
分

の
父
親
や
祖
父
の
誕
生
日
あ
る
い
は
命
日
に
祭
祀
に
行
く
者
も
い
る
。

「
清
期
派
下
」
の
〈

L
清
期
公
嘗
〉
は
現
在
、
部
屋
と
上
地
を
所

有
し
て
い
る
が
、

一
・
七
甲
の
土
地
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
地
代
か

ら
の
年
間
収
入
は

二
万
元
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
収
入
は
、
家
屋
の

維
持
に
か
か
る
費
用

（電
気
代
、
税
金
な
ど
）
と
毎
日
の
祭
祀
費
用

を
賄
う
の
に
精

一
杯
で
あ
る
。
天
災
な
ど
の
原
因
で
庁
が
壊
れ
た
場

合
は
、
「
房
」
の
原
則
に
基
づ
い
て
各
世
帯
に
修
理
代
を
請
求
す
る
。

子
孫
の
数
が
最
も
少
な
い
結
合
集
団
で
あ
る
「
北
塘
賛
棟
公
」
の

場
合
は
、
数
年
前
に
、
以
前
の
唯

一
の
伝
統
的
な
家
屋
を
取
り
除
き
、

現
代
的
な
四
階
建
て
の
建
物
を
建
て
た
。
そ
れ
で
も
そ
の
四
階
に
祭

壇
を
設
立
し
て
祖
先
祭
祀
を
続
け
て
い
る
。
居
住
し
て
い
る
年
長
の

女
性
が
代
表
と
し
て
毎
日

一
人
で
行
な
う
基
本
的
な
祭
祀
で
あ
る
。

節
句
の
時
だ
け
、
世
帯
全
員
（
五
人
）
が
供
物
を
用
意
し
て
祭
祀
す

る
。
「
北
塘
磐
棟
公
」
に
は
以
前
と
同
じ
く
祭
祀
公
業
維
織
が
な
い
。

（
二
）
祠
堂
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
に
つ
い
て

現
在
、
祠
堂
に
お
け
る
毎
日
の
祭
祀
と
掃
除
は
、
特
定
の
族
人
に

任
せ
ら
れ
て
い
る
。
旧
暦
の
毎
月

一
日
と
十
五
日
は
、
そ
こ
の
住
民

も
一
緒
に
簡
単
な
、
供
物
無
し
の
祭
祀
す
る
。
祠
堂
の
住
民
に
と
っ

て
、
そ
こ
は
全
族
人
の
祠
堂
で
も
あ
り
、
ま
た
自
分
の
庁
で
も
あ
る
。

一
年
に
二
回
行
わ
れ
て
い
た
共
同
的
な
祭
祀

（春
祭
と
秋
祭
）
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
間
中
止
さ
れ
て
い
た
。
一

九
六

一
年
に
再
開
さ

れ
た
が
、

一
年
に
二
回
か
ら
「
春
祭
」
一
回
に
減
っ
た
。
こ
の
段
階

で
は
、
以
前
と
同
様
に
ほ
と
ん
ど
の
族
人
が
訪
れ
、
儀
式
も
整
い
、

供
物
も
豊
富
で
あ
っ
た
。
祭
祀
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
以
前
と
同
じ

よ
う
に
、
供
物
を
調
理
し
て
皆
に
振
舞
わ
れ
、
そ
の
際
、
管
理
人
に

よ
っ
て

一
年
の
収
支
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

一
九
六
五
年
頃

か
ら
再
度
中
止
に
な
っ
た
。
次
に
再
開
す
る
の
が

一
九
七
六
年
で
、

そ
の
時
か
ら
祖
先
祭
祀
で
は
な
く
、
全
族
人
に
随
時
記
念
品
（
毛
布
、

コ
ッ
プ
セ
ッ
ト
、
魔
法
瓶
程
度
の
も
の
）
を
配
る
形
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
「
L
氏
宗
祠
」
で
の
祖
先
祭
祀
に
は
、

平
日
の
簡
単
な
祭
祀
と
年
に
三
回
の
節
句
の
供
物
付
き
の
祭
祀
の
二

種
類
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
特
定
の
族
人
あ
る

い
は
住
民
に
任
せ
ら
れ
、
後
者
は
後
述
の
管
理
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
最
初
は
、
五
溝
水
に
居
住
す
る
委
員
全

員
が
訪
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
二
人
か
三
人
だ
け
が
祭
祀
に
行
く
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
二
人
は
祭
祀
の
責
任
者
で
、

一
人
は
委
員

会
の
会
長
、
つ
ま
り
昔
の
管
理
人
の
よ
う
な
人
で
あ
り
、
も
う

一
人

は
監
事
兼
委
員
で
あ
る
。
彼
ら
は
供
物
を
用
意
し
て
簡
単
な
祭
祀
を

す
る
だ
け
で
あ
る
。
供
物
は
大
体

一
回

一
0
0
0
元
く
ら
い
で
、
一

九
九
九
年
の
中
元
節
の
際
、
籠
者
が
見
た
も
の
は
ビ
ー
ル
五
本
、
鶏

一
匹
、
豚
肉
―
塊
、
肉
の
腸
詰

一
本
、
缶
詰
二
本
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト

ラ
ー
メ
ン

ニ
つ
、
烏
賊

一
匹
、
芋
餅

一
塊
で
あ
っ
た
。
毎
年
一
二
回
の

祭
祀
の
供
物
は
、
大
体
そ
の
程
度
だ
と
い
う
。
中
元
節
は
元
々
旧
暦
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の
七
月
十
五
日
で
あ
る
が
、
皆
自
分
の
家
の
祭
祀
も
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
た
め
、
祠
堂
の
方
が

一
日
早
め
に
行
わ
れ
、
し
か
も
仕
事

が
始
ま
る
前
の
朝
六
時
に
行
な
わ
れ
る
。
以
前
で
あ
れ
ば
、
祖
先
祭

祀
の
他
に
も
、
結
婚
な
ど
の
時
に
祠
堂
へ
報
告
に
訪
れ
た
が
、
現
在

で
は
行
わ
れ
て
い
な
い

。

次
に
通
称

〈
大
嘗
〉
と
呼
ば
れ
た
宗
族
結
合
レ
ベ
ル
の
祭
祀
公
業

組
織
を
見
て
み
る
。
一

九
七

0
年
頃
、
管
理
委
員
会
が
発
足
し
て

〈
大
嘗
〉
の
す
べ

て
を
管
理
し
て
い
る
。
委
員
会
の
成
員
は
、
管
理

人

一
人
、
監
事
兼
委
員
二
人
、
会
計
兼
委
員

一
人
、
委
員
四
人
、
合

わ
せ
て
八
人
で
あ
る
。
会
計
兼
委
員
を
除
く
と
皆
七
0
歳
以
上
で
あ

る
。こ

の
祭
祀
公
業
の
財
産
の
う
ち
、
土
地
の
部
分
は
、
昔
の
六
十
何

甲
か
ら
現
在
の
十
何
甲
か
に
減

っ
て
、
地
代
に
よ
る
収
入
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
る
と
、
時
代
が
変
わ
っ

た
現
在
、
共
同
的
な
祭
祀
を
し
て
も
訪
れ
る
人
は
少
な
く
、
供
物
で

作
っ
た
料
理
も
、
現
代
人
に
は
以
前
ほ
ど
の
価
値
が
な
く
な

っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
昔
と
同
じ
こ
と
を
や
れ
ば
資
金
を
無
駄

に
浪
費
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
点
、
記
念
品
な
ら
ば
買
っ

て
か
ら
い
つ
で
も
も
ら
い
に
来
て
く
れ
る
の
で
、
浪
費
に
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
一
九
七
六
年
の
時
か
ら
記
念
品
を
配
る
こ
と

に
し
た
と
い
う
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
日
常
用
品
の
記
念
品
も

現
代
の
人
に
と
っ
て
価
値
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
毎
年
買
う
必

要
が
な
い
、
と
い
う
皆
の
意
見
か
ら
随
時
、
配
る
よ
う
に
な

っ
た
。

代
わ
っ
て
費
用
が
割
か
れ
た
の
が
、
祠
堂
の
維
持
で
あ
る
。
歴
史

の
あ
る
古
い
建
物
を
き
ち
ん
と
保
存
す
る
の
は
難
し
く
、
費
用
も
か

か
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

L
氏
族
人
の
祠
堂
に
対
す
る
誇
り
が
伺

わ
れ
る
。
籠
者
の
調
べ
た
事
例
に
よ
れ
ば
、
建
物
の
保
存
状
態
が
よ

い
の
で
、
政
府
が
文
化
財
に
す
る
計
画
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
族
人

は
、
文
化
財
に
な
れ
ば
も
う
自
分
達
の
も
の
で
は
な
く
な
る
し
、

〈
大
嘗
〉
に
保
存
で
き
る
財
力
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
、
断

っ
た
と
い
う
。
こ
の
祠
堂
は、

L
氏
族
人
に
と

っ
て
宗
族
の
素
晴
ら

し
い
歴
史
を
現
す
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
よ
う
だ
。

ま
た
萬
密
郷
の
人
に
と

っ
て
も
こ
の
祠
堂
は
地
元
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
と
い
え
る
。
現
在
こ
こ
は

一
種
の
名
所
に
な
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
新
聞
や
雑
誌
に
し
ば
し
ば
「
L
氏
宗
祠
」
に
つ
い
て
の
記
事
が

記
載
さ
れ
、

貴
重
な
伝
統
的
建
築
物
な
ど
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
他
の
所
の

L
氏
宗
族
、
政
府
団
体
、
地
方
団
体
、
学
術
団
体
、

萬
密
郷
の
姉
妹
郷
か
ら
の
訪
問
団
体
、
古
い
建
築
物
に
興
味
を
持

っ

て
い
る
人
々
な
ど
が
見
物
あ
る
い
は
写
生
に
訪
れ
る
。
族
人
も
祠
堂

の
こ
と
を
熱
心
に
説
明
す
る
。
他
に
結
婚
の
記
念
写
真
を
と
る
た
め

に
訪
れ
る
夫
婦
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。

祠
堂
は
五
溝
水
の

L
氏
祖
先
を
祭
祀
す
る
場
所
だ
け
で
な
く
、

様
々
な
機
会
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
屏
東
県
の
農
具
展
覧

会
、
県
長
の
県
政
説
明
会
、
萬
密
郷
の
懇
親
会
‘
萬
密
郷
の
フ
ォ
ー

ク
ダ
ン
ス
大
会
、
五
溝
村
の
村
民
大
会
、
五
溝
水
L
氏
族
人
の
披
露

宴
、
祠
堂
に
住
ん
で
い
る
住
民
の
葬
式
な
ど
、
祭
祀
と
は
関
係
な
く
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利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

〈
大
嘗
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
祠
堂
の
維
持
と
保
存
に
全
力
を
尽
く

し
て
い
る
o

〈
大
嘗
〉
の
収
入
は
毎
日
の
祭
祀
費
用
と
そ
れ
を
行
う

族
人
の
給
料
（
一
年
五
0

0
台
斤
）
以
外
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
建
物

の
維
持
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
維
持
に
か
か
る

費
用
が
高
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
昔
の
よ
う
な
奨
学
金
は

す
で
に
中
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
管
理

委
員
会
は
去
年
の
九
月
(
-
九
九
九
年
）
に
、

L
氏
の
歴
史
を
紹
介

し
て
い
る
大
理
石
の
石
碑
を
つ
く
っ
て
祠
堂
の
前
に
置
く
こ
と
に
し

た
。
祠
堂
を
見
物
に
訪
れ
る
人
々
も
っ
と

L
氏
の
歴
史
を
知
ら
せ
た

い
た
め
で
あ
る
。

(

＝

＿

）

L
氏
宗
族
と
五
溝
村
の
社
会
関
係

分
析
に
あ
た
っ
て
、
「
村
落
」
と
い
う
語
の
定
義
付
け
を
明
確
に

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
瀬
川
氏
の
説
に
従
っ
て
暫
定
的
に

示
し
て
お
こ
う
。
「
村
落
は
社
会
的
単
位
で
あ
り
、
そ
の
点
で
単
な

る
景
観
上
の
家
屋
の
か
た
ま
り
で
あ
る
〈
集
落
〉
と
は
区
別
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
瀬
川
一
九
九

一
：
九
六
ー
九
七
）。

中
華
民
国
政
府
は
全
国
の
行
政
単
位
を
規
定
し
な
お
し
て
、
自
然

村
の
五
溝
水
を
行
政
村
化
し
、
「
五
溝
村
」
と
し
た
。
こ
の
五
溝
村

に
は
、
外
部
に
対
し
て
政
治
的
に
代
表
す
る
村
長
と
リ
ー
ダ
ー
た
ち

の
合
議
機
関
で
あ
る
「
村
辮
公
室
」
の
組
織
が
あ
り
、
ま
た
民
間
的

に
そ
こ
の
生
活
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
「
五
溝
社
区
発
展
協

会
」
と
い
う
組
織
が
あ
る
。
「
村
辮
公
室
」
は
政
治
的
組
織
で
あ
り
、

上
位
に
は
た
く
さ
ん
の
政
府
機
関
が
控
え
、
村
政
の
実
施
な
ど
は
政

府
の
政
策
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

方
の
「
五
溝
社
区
発
展

協
会
」
は
、
民
間
の
自
発
的
紐
織
で
あ
り
、
村
民
自
身
の
力
を
合
わ

せ
て
村
の
環
境
保
全
に
努
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
社
区
環
保
義
工

隊
」
と
「
社
区
守
望
相
助
隊
」
が
あ
り
、
前
者
が
村
の
美
観
を
保
つ

こ
と
を
目
的
と
し
、
後
者
が
村
の
治
安
の
維
持
に
あ
た
る
。
ま
た
こ

の
他
に
も
「
社
区
読
書
会
」
が
あ
り
、
村
民
の
知
識
を
増
や
し
、
親

子
関
係
、
婦
女
問
題
な
ど
に
つ
い
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機

会
を
提
供
し
て
い
る
。
皆
が
積
極
的
に
参
加
す
る
た
め
、
共
同
の
話

題
が
で
き
て
村
に
は
活
気
が
溢
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
五
溝
社
区
発

展
協
会
」
は
村
民
の
精
神
的
な
憩
い
の
場
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え

る
。
こ
の

二
つ
の
村
落
組
織
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
村
民
の
生
活
上

の
問
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
域
の
変
化
に
対
し
、
現
在
の

L
氏
宗
族
は
以
前
と
は

全
く
異
な
っ
た
役
割
を
担
う
こ
と
に
な

っ
た
。
前
章
で
見
た
よ
う
に

L
氏
宗
族
は
こ
の
村
で
一
番
大
き
な
宗
族
で
あ
り
、
昔
は
政
治
、
経

済
、
社
会
な
ど
の
諸
側
面
で
こ
の
村
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
力
を

持
っ
て
い
た
。
確
か
に
現
在
も
政
治
上
あ
る
程
度
の
力
を
持
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
代
社
会
で
こ
れ
を
行
使
す
れ
ば
公
私
混
同

に
な
る
。
そ
の
た
め
地
方
の
村
政
な
ど
に
干
渉
は
行
わ
れ
ず
、
日
常

的
な
レ
ベ
ル
で
宗
族
に
関
す
る
事
だ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
前

と
異
な
り
、

L
氏
宗
族
は
目
だ
っ
た
存
在
で
は
な
く
な
り
、
村
の
枠
に
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う
ま
く
と
け
こ
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
で
は
宗
族
間
の
争

い
が
不
要
に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
原
因
の

一
っ
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
社
会
構
造
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
、
今
の

〈
大
嘗
〉
の
管
理

人
は
、
昔
の
よ
う
な
族
長
の
地
位
を
失
っ
て
、
単
な
る
名
義
上
の
リ

ー
ダ
ー
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
現
代
の
社
会
で
は
そ
の
程
度

の
管
理
人
で
十
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

五
小
括
と
展
望

宗
族
組
織
で
の
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
庁
で
の
祖
先
祭
祀
の
変

化
は
著
し
く
な
い
が
、
祠
堂
で
の
祖
先
祭
祀
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な

っ

て
し
ま

っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
元
来
、
宗
族
組
織
は
祖
先
祭
祀
の

た
め
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
た
め
祖
先
祭
祀
活
動
の
有
無
は
、
そ
の
宗

族
組
織
の
存
続
に
関
わ
る
。

つ
ま
り
現
代
社
会
に
お
い
て
、
祖
先
祭

祀
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
祠
堂
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
は
、

庁
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
に
比
べ
生
存
し
難
い
と
予
測
さ
れ
る
。

確
か
に
急
激
な
人
口
移
動
の
結
果
、
現
在
で
は
、
以
前
の
よ
う
に

父
系
関
係
者
が
集
ま
っ
て
住
む
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。
祭
祀
公
業

組
織
の
力
も
低
下
し
、
若
者
の
間
で
伝
統
的
な
観
念
が
薄
く
な

っ
て

き
て
い
る
以
上
、
祖
先
祭
祀
は
以
前
の
ま
ま
に
維
持
さ
れ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
祠
堂
に
比
べ
庁
は
よ
り
身
近
な
存
在
で
あ
り
、

庁
で
の
祖
先
祭
祀
は
、
祭
祀
公
業
紐
織
の
お
金
に
頼
ら
ず
に
自
分
の

お
金
で
も
維
持
で
き
る
。
そ
の
た
め
祖
先
祭
祀
の
習
慣
化
と
い
う
形

で
、
庁
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
は
残
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
に
祭
祀
を
続
け
る
限
り
、
伝
統
的
な
祖
先
崇
拝
の
考
え
方
そ

の
も
の
は
残
り
、
族
人
を
結
び
つ
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
統
的
な

祖
先
崇
拝
の
考
え
方
を
支
え
る
庁
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
が
残
る
こ
と

は
、
漠
民
族
が
自
ら
の
出
自
を
意
識
し
つ
づ
け
る
上
で
重
要
な
働
き

を
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
祠
堂
レ
ベ
ル
は
ど
う
か
。
祠
堂
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
は
、
社

会
的
な
勢
力
誇
示
な
ど
、
光
復
ま
で
は
政
治
的
な
意
味
か
ら
必
要
と

さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
基
盤
が
失
わ
れ
た
現
在
、
「

L
氏
宗
祠
」

に
組
織
さ
れ
た

L
氏
宗
族
は
、
現
代
社
会
に
順
応
し
て
、
こ
の
保
存

状
態
が
良
好
な
建
築
物
自
体
に
価
値
を
見
出
し
た
。
そ
の
結
果
、

「
L
氏
宗
祠
」
か
ら
は
、
祭
祀
が
行
わ
れ
る
場
と
し
て
の
性
格
が
薄

れ
、
代

っ
て
地
域
共
同
体
で
利
用
さ
れ
る
機
会
が
増
え
た
。

つ
ま
り
現
代
社
会
で
は
祠
堂
レ
ベ
ル
の
宗
族
組
織
が
存
在
す
る
意

味
が
な
く
な
り
、
建
物
と
し
て
の
祠
堂
が
、
あ
る
種
の
地
域
文
化
の

一
形
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、

L
氏
の
所
有
し
て
い
る
建
物
が
、
他
者
に
対
し
て
、
伝
統
的
な
客
家

文
化
の
イ
メ
ー
ジ
を
可
視
化
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
こ
の
地
域
の
行
政
も
「
客
家
文
化
」
が
重
要
な
観

光
資
源
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
民
間
の
紺
織
「
五
溝
社
区
発
展
協
会
」
が
以
前
の
宗
族
組
織

に
と
っ
て
変
わ
っ
た
。
そ
の
た
め
以
前
で
あ
れ
ば
、
緊
密
で
あ

っ
た

L
氏
宗
族
の
族
人
と
宗
族
組
織
と
の
関
係
も
稀
薄
に
な
り
、
む
し
ろ
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村
と
い
う
共
同
体
に
そ
の
ま
ま
組
み
込
ま
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
は
、
太
田
氏
の
主
張
す
る
「
文
化
の
客
体
化
」
の

例
に
あ
た
る
。
祠
堂
を
中
心
と
し
て
、

L
氏
宗
族
だ
け
で
は
な
く
、

五
溝
村
の
村
民
全
員
が
客
家
文
化
を
操
作
の
対
象
と
し
て
客
体
化
し
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
文
化
を
通
し
て
自
分
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
文
化
の
客
体
化
を
促
す
社
会
的
要
因
の

―
つ
が
観
光
な
の
で
あ
る
。

観
光
現
象
は
、
現
代
社
会
を
分
析
す
る
際
に
極
め
て
示
唆
的
な
事

例
を
多
々
提
供
す
る
重
要
な
研
究
領
域
の
一
っ
で
あ
る
。
今
日
、
世

界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
と
も
に
、
社
会
の
境
界
は
薄
れ
、
文
化
は
社

会
の
境
界
を
越
え
て
享
受
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
伝
統
的

な
文
化
表
象
は

一
方
で
断
片
化
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
と
り
わ
け
観

光
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
再
構
築
さ
れ
る
。
今
後
、
観
光
が

ど
の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
、
文
化
的
影
響

を
与
え
、
そ
れ
に
対
し
て
ホ
ス
ト
社
会
（
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
社

会
）
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
か
を
見
極
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ホ
ス
ト
社
会
の
一
員
で
あ
る

L
氏
の
宗
族
組
織
が
ど
の
よ
う
に
影
響

さ
れ
る
の
か
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
検
証
す
る
必
要
が
あ

る
。

主＿＿―-ロ
(l
)

庁
に
関
し
て
は
[
Maurice F
r
e
e
d
m
a
n
:
 
1
9
5
8
]

‘
祠
堂
に
関
し
て

は
[
末
成
道
男
ヽ

1
9
8
8
:

42]
を
参
照
o

(2
)
本
稿
で
は
、
こ
の
宗
族
史
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
の
他
の
文
献
や
族
譜
な

ど
の
民
間
伝
承
資
料
、
筆
者
自
身
の
現
地
調
査
の
成
果
な
ど
を
参
照
し
て

五
溝
水
の
事
例
分
析
を
行
な
っ
た
。

(3
)

族
譜
に
お
け
る

「世
」
は
、
日
本
語
で
言
う
「
代
」
に
あ
た
る
。
愛
塘

あ
ざ
な

と
北
塘
は
日
本
語
で
い
う
字
に
あ
た
り
、
第
七
世
の
二
人
の
祖
先
の
別

名
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
来
台
祖
に
よ
る
結
合
宗
族
集
団
を
区

別
す
る
際
に
用
い
て
い
た

の
で
使
用
し
た
。

(4
)

こ
れ
は
祭
祀
さ
れ
て
い
る
位
牌
の
中
央
部
に
書
か
れ
た
名
前
に
よ
っ
て

分
け
た
も
の
で
あ
る
。
当
地
の
人
は
普
通
支
派
を
区
別
す
る
際
に
、
こ
の

よ
う
な
呼
称
を
用
い
て
い
る
の
で
、
籠
者
も
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
し
た
。

同
じ
よ
う
に
他
の
宗
族
も
扱
う
こ
と
に
す
る
。

(5
)

中
国
の
科
挙
で
登
用
し
た
官
吏
名
の

一
種
で
あ
る
。

(6
)
郷
レ
ベ
ル
の
秀
オ
に
受
か
っ
た
が
、
県
レ
ベ
ル
の
挙
人
に
落
第
し
た
人

が
、
地
方
政
府
の
薦
め
で
国
か
ら
も
ら
っ
た
肩
書
き
で
あ
る
。

(7
)
重
要
な
節
句
と
は
大
体
の
場
合
は
旧
暦
の
大
晦
日
、
新
年
、
端
午
節
、

中
元
節
の
こ
と
を
指
す
。

(8
)

一
般
の
祠
堂
と
異
な
っ
て
、
こ
の
祠
堂
に
は
住
ん
で
い
る
子
孫
が
い
る
。

(9
)

こ
の
頃
に
は
ま
だ
族
人
た
ち
の
中
に
も
祖
先
祭
祀
活
動
に
関
心
を
持
つ

者
が
多
く
、
訪
れ
る
人
も
多
か
っ
た
。
一

0
0
0
人
以
上
の
人
が
集
ま
っ

た
と
い
う
。

(10
)
詳
し
く
は
陳
銘
福

(
-
九
九
四
こ
一
五

I
六
）
を
参
照
。

(11
)
詳
し
く
は
太
田
好
信
(
-
九
九
三
）
を
参
照
。
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